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１．理事長によるメッセージ 

現在、日本の下水道普及率は 80％を超え、概成に近づいております。しかしながら、

下水道界は、技術者の減少や人口減少による使用料収入の低下、災害の激甚化、施設の

老朽化といった課題に直面しています。昨年１月に発生した埼玉県八潮市の大規模道

路陥没事故は、国民に大きな不安を与え、下水道施設の維持管理や再構築のあり方を根

本から問い直す契機となりました。 

日本下水道事業団（JS）は、公害による河川・湖沼の水質悪化が深刻な問題となって

いた 1970 年代から、50年以上にわたり下水道の普及促進に尽力してまいりました。現

在に至るまで、地方公共団体の皆様を支援することを使命としており、2022 年 4 月か

らスタートした「第６次中期経営計画」では、３つの役割（下水道事業の課題解決支援

（下水道ソリューションパートナー）／下水道事業の変革を牽引（下水道イノベータ

ー）／下水道事業全体の基盤づくり（下水道プラットフォーマー））を掲げました。 

第６次中期計画の４年目である令和７事業年度も、上記の課題の克服に向け、多彩な

活動を展開しました。この事業報告書により、その活動の一端をご理解いただければ幸

いです。 

特に力を入れて取り組んだのは以下の３点です。 

 

①下水道施設の再構築等への支援 

これまで培った技術や経験を活かし、設計・建設までのトータルサポートのほか、

地震・津波対策、雨水対策についてハード・ソフト両面からの支援等を実施しまし

た。 

 

②災害時の早期復旧・復興 

災害支援では、大雨により浸水被害を受けた石川県津幡町と福岡県新宮町の各浄化

センターにおいて復旧支援を行うとともに、災害支援力強化を目的として、令和６

事業年度に整備を完了した可搬式水処理施設等の迅速な運用・設置を強化するため、

株式会社西原環境と災害時の支援に関する協定を締結しました。 

また、新たな取組として令和７年７月の水道法を含む災害対策基本法等の改正を受

け、「水道施設の災害復旧に関する災害支援協定」を３団体と締結しました。 

 

③経営基盤の強化に向けた支援 

地方公共団体の実情を反映した効率的な事業計画策定、ストックマネジメント計画

の導入、水の官民連携（ウォーターPPP）に対する支援等を実施しました。 

 

JS は、持続可能な下水道の実現に向け、今後とも、地方公共団体や関係者の皆様と

一体となって努力してまいりますので、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願

い申し上げます。 
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２．法人の目的、業務内容 

（１）法人の目的 

日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の

建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技

術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下

水道の整備を促進し、もつて生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与す

ることを目的とする（日本下水道事業団法第１条）。 

 

（２）主な業務 

１）（１）の目的を達成するため、次のような業務を行っている（日本下水道事業

団法第26条第１項）。 

イ．地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠、

終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設のほか、次の管渠の建設を行うこ

と。 

・ 再度災害を防止するための特に緊急に建設すべき管渠 

・ 建設に高度の技術を要する又は高度の機械力を使用することが適当である

管渠 

ロ．地方議会の議決に基づく要請があった場合に、補助金交付申請を含め、工事

一式を代行すること（特定下水道工事）。 

ハ．地方公共団体の委託に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督

管理並びに終末処理場、終末処理場以外の処理施設、ポンプ施設、管渠及び協

定雨水貯留施設の維持管理を行うこと。 

ニ．災害時維持修繕協定に基づき、協定下水道施設の維持又は修繕に関する工事

を行うこと。 

ホ．地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の

施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。 

ヘ．下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練を行い、並びに下水道の設

置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技

術検定を行うこと。 

ト．下水道及び除害施設に関する技術を開発し、これを実用化することを促進す

るために研究、調査及び試験を行い、それらの成果の普及を行うこと。 等 

２）また、１）の業務のほか、次のような業務を行っている（日本下水道事業団法

第26条第２項及び第３項）。 

イ．海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成30年法

律第40号）により、海外で行われる下水道の整備に関する計画の策定若しくは

事業の施行又は下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。 

ロ．下水道法（昭和33年法律第79号）及び特定都市河川浸水被害対策法（平成15

年法律第77号）により、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留

浸透施設の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うこと。 

ハ. 水道法（昭和32年法律第177号）第39条の３第１項により、地方公共団体であ

る水道事業者等との協定に基づき、水道施設に関する工事等を行うこと。 
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３．持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

（１）ガバナンスの状況 

評議員の状況（令和８年３月 31日現在） 

氏  名 区  分 

熊谷 俊人 千葉県知事 

村岡 嗣政 山口県知事 

池田 豊人 香川県知事 

塩田 康一 鹿児島県知事 

内谷 重治 長井市長 

山口 伸樹  笠間市長  

水野 達夫 滑川市長 

山下 政良  田原市長  

山入端 創 羽曳野市長 

藏原 隆浩 玉名市長 

井上 健次  毛呂山町長 

舟橋 貴之  立山町長  

花木 啓祐 
東洋大学名誉教授 

東京大学名誉教授 

池    道彦 大阪大学教授 

朝日 ちさと 東京都立大学教授 

 

 

【体制図】 

 

７事務所

東海
総合事務所

５事務所 ９事務所 １事務所 ４事務所 ８事務所

国際
戦略室

監査室 研修センター

技術開発
審議役

東日本
設計センター

西日本
設計センター

北海道
総合事務所

東北
総合事務所

関東・北陸
総合事務所

近畿
総合事務所

中国・四国
総合事務所

九州
総合事務所

審議役
真岡分室

技術開発室

本社

上席
審議役

事業管理
審議役

経営企画部 事業統括部
ソリューション

推進部
ＤＸ戦略部

評　　　議　　　員　　　会

理 事 会 監 事

内部統制委員会 役 員 入札監視委員会
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（２）役員の状況（令和８年３月31日現在） 

 役員の氏名、役職、任期及び経歴 

役員の状況  定数：理事長１人、副理事長１人、理事４人以内、監事２人以内 

上記の理事のほか非常勤理事３人以内（日本下水道事業団定款第７条）   
  

氏   名 役   職   名 任      期 経         歴 

黒田 憲司 理事長 
令和５年11月１日 

～令和８年10月 31日 

昭和 59年 ３月 

昭和59年 ４月 

平成30年 １月 

令和 元年 ６月 

令和 ５年11月 

東京大学経済学部卒業  

建設省採用 

復興庁統括官 

(一財)建設業振興基金専務理事 

当事業団理事長 

  

  

白﨑 亮 

  

  

副理事長 
令和５年８月１日 

～令和８年７月31日 

平成 ２年 ３月 

平成 ２年 ４月 

平成31年 ４月 

  

令和 ３年 ７月 

令和 ５年 ４月 

  

令和 ５年 ８月 

京都大学工学部卒業 

建設省採用 

国土交通省水管理・国土保全局 

下水道部流域管理官 

当事業団事業統括部長 

当事業団理事（事業統括及びソリュ

ーション推進担当） 

当事業団副理事長 

西村 秀喜 
理      事 

（経営企画担当） 

令和７年８月１日 

～令和９年７月31日 

平成 ２年 ３月 

平成 ２年 ４月 

令和 ７年 ４月 

  

令和 ７年 ８月 

立教大学経済学部卒業 

大正海上火災保険株式会社入社 

三井住友海上火災保険株式会社 

顧問 

当事業団理事 

常山 修治 
理      事 

（事業統括及びＤＸ

戦略担当） 

令和７年８月１日 

～令和９年７月31日 

平成 ６年 ３月 

平成 ６年 ４月 

令和 ５年 ７月 

  

令和 ７年 ８月 

東京大学大学院工学系研究科修了 

建設省採用 

国土交通省近畿地方整備局 

河川部長 

当事業団理事 

細川 恒 

理      事 
（ソリューション推

進、技術開発及び 

西日本担当） 

令和７年11月１日 

～令和９年10月 31日 

昭和 63年 ３月 

  

昭和 63年 ４月 

令和 ６年 ４月 

令和 ７年11月 

高松工業高等専門学校土木工学科 

卒業 

日本下水道事業団採用 

同 ソリューション推進部長 

同 理事 

佐々木 健 
理      事 

（研修、国際戦略 

及び東日本担当） 

令和７年11月１日 

～令和９年10月 31日 

昭和 62年 ３月 

昭和62年 ４月 

令和 ５年 ４月 

令和 ７年 ４月 

令和 ７年11月 

京都大学工学部卒業 

東京都採用 

同 下水道局長 

当事業団理事 

再任 

花角 英世 理事（非常勤） 
令和６年12月１日 

～令和８年11月 30日 
新潟県知事 

福田 紀彦 理事（非常勤） 
令和７年８月１日 

～令和９年７月31日 
川崎市長 

加藤 龍幸 理事（非常勤） 
令和７年11月１日 

～令和９年10月 31日 
石狩市長 

内笹井 徹 監   事 
令和７年７月１日 

～令和８事業年度に係

る財務諸表の提出日 

平成 元年 ３月 

平成 元年 ４月 

令和 ５年 ７月 

令和 ７年 ７月 

千葉商科大学商経学部卒業 

日本下水道事業団採用 

同 上席審議役 

同 監事 

柳 亜紀 監事（非常勤） 
令和６年７月１日 

～令和７事業年度に係

る財務諸表の提出日 

平成 ８年 ３月 

平成28年 ３月 

令和 ２年11月 

令和 ４年 ７月 

令和 ６年 ７月 

京都外国語大学大学院修了 

アーネスト法律事務所代表弁護士 

当事業団監事（非常勤） 

再任 

再任 
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（３）職員の状況 

      常勤職員は、令和７年度末現在 534 人（前期比１人増加、0.1％増）であり、 

   平均年齢は 46.4 歳（前期末 46.2 歳）となっている。このうち、国・地方公共 

   団体からの出向者は 123 人、令和８年３月 31日付退職者は 62人（出向帰任者 

 を含む）である。 

 

（４）重要な施設等の整備等の状況  

 ①当事業年度に完成した主要な施設等 

   該当なし 

 ②当事業年度継続中の主要な施設等の新設・拡充 

   該当なし 

 ③当事業年度に処分した主要な施設等 

   職員用宿舎 

 

（５）資本金の状況 

      地方公共団体から受け入れた出資金の状況は、次のとおりである。 

                                                            （単位：百万円） 

区      分 令和６年度末時点 令和７年度末時点 
令和７年度における 

出資額の増減 

地方公共団体    1,275 1,275 － 

 

（６）財源の状況 

財源の内訳 

                      （単位：百万円） 

区 分 金 額 構成比率 

国庫補助金（＊1）受入 6 0.00％ 

受託工事収入 196,974 92.60％ 

特定下水道工事収入 7 0.00％ 

技術援助受託収入 12,536 5.89％ 

維持管理受託収入 1,410 0.66％ 

災害支援収入 20 0.01％ 

受講料収入 322 0.15％ 

技術検定等収入 84 0.04％ 

試験研究受託収入 92 0.04％ 

海外技術的援助受託収入 43 0.02％ 

業務外収入（＊2） 1,217 0.57％ 

 

＊1 日本下水道事業団法（昭和 47年法律第 41号）第 34条に規定する補助金及

び下水道防災事業のために交付を受けている補助金。なお、同法第 44 条に

基づく業務運営費補助金については、平成 26年度以降の受入れはない。  

＊2 業務外収入は工事補償引当金等の当期取崩額を含む。 
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４．令和７事業年度の事業実績 

 （１）事業実績 

第６次中期経営計画（2022 年度～2026 年度）の４年目となる令和７事業年度

も、引き続き「下水道ソリューションパートナー」、「下水道イノベーター」、

「下水道プラットフォーマー」の３つの役割で一層の役割・機能を果たすべく、

取組を進めた。 

その際に重視したのは、業務全般にわたる生産性・効率性・創造性の向上と、

地方公共団体をはじめとした関係団体・民間企業との共創の実現である。発足以

来蓄積された技術力・人材力・マネジメント力等の強みを総動員し、役職員一丸

となって地方共同法人としての業務に取り組んだ。 

このような方針の下で取り組んだ各事業の概要は以下の通りであり、この結

果、令和７事業年度は経常利益約０億円を計上した。 

 

受託事業については、307 団体 475箇所の建設工事の支援を行った。ストック

マネジメント計画の策定から設計、建設に至る再構築事業をトータルでサポート

するとともに、耐震診断等を含む地震・津波対策や雨水対策について、ハード・

ソフト両面から総合的な支援を行った。また、下水道の有する資源・エネルギー

ポテンシャルを活かした創エネルギー化や各プロセスにおける省エネルギー化等

の支援を行った。 

また、面整備事業を１団体で、執行体制が脆弱な地方公共団体に代わって行う

特定下水道工事（代行）を１団体で実施した。 

技術援助事業については、311団体に対して支援を行い、自治体の実情を反映

した効率的な計画策定、ストックマネジメントの導入等の支援を行った。 

このほか、持続可能な下水道事業を実現するための総合的な事業経営支援（６

団体）に取り組んだ。また、官民連携（PPP）事業においては、コンセッション事

業のモニタリング支援（２団体）、水の官民連携（ウォーターPPP）の導入可能性

調査の支援（50団体（国土交通省のモデル都市支援団体を含む））にも取り組ん

だ。 

令和７年度の災害支援に関する実績としては、８月６日～１２日にかけて広範

囲で大雨が降り続き全国各地で浸水被害が発生した。下水道施設では石川県津幡

町と福岡県新宮町の各浄化センターにおいても浸水被害に見舞われ、ＪＳが被災

調査から災害査定に至るまで支援を行い、施設機能の回復に向けた災害復旧工事

を実施中。 

また、委託団体の下水道施設が被災した場合に災害支援協定に基づいてＪＳ 

が保有する可搬式水処理施設や排水ポンプを貸付する貸付支援を運用開始した。 

研修事業については、地方公共団体職員・民間技術者の育成支援を目的とし

て、派遣団体の二―ズや国の施策動向を踏まえ、専攻の新設及びリニューアルを

行い研修の充実を図るとともに、対面集合研修、地方研修、WEB（オンライン・オ

ンデマンド）研修、派遣・個別課題研修など、多角的な研修運営をした結果、公

務員研修で 2,480 名、民間研修で 251名、合計 2,731 名に対する研修を実施し

た。 

試験研究事業については、JS技術開発・活用基本計画 2022（2022 年度～2026

年度）に基づき、脱炭素化の実現や、水処理・汚泥処理の低コスト化、下水道資

源利活用の拡大、ICT・AI による処理場管理の効率化に貢献する技術の開発・活

用を目的とする基礎・固有調査研究を推進した。また、水処理能力増強技術に係
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る共同研究の実施、好気性グラニュールによるダウンサイジング可能な下水処理

技術実証研究（AB-Cross プロジェクト 実規模実証）の実施等の技術開発を行っ

た。 

国際展開の支援については、「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に

関する法律」の施行（平成 30年 8月）を受けて、JICA 案件化調査業務等において

民間企業を支援するとともに、「AWaP 参加国等を対象とした下水道普及方策検討業

務」を国土交通省から受託し、実施した。また、カナダにおいて小規模処理施設の

技術確認を実施している。 

１）受託建設事業 

イ．建設工事                           （単位：百万円） 

区    分 終末処理場等の建設工事 実施額 188,393 

 実施内容 

公共下水道   札幌市 等                 441 箇所 

流域下水道   北海道（十勝川流域）等           32 箇所 

都市下水路  八潮市 等                  ２箇所              

                       合計 475 箇所 

（注）上記事業費は、前年度繰越分を含み、翌年度繰越分は除いている。 

 

ロ．実施設計                          （単位：百万円） 

区    分 終末処理場等の実施設計 実施額 8,556 

実施内容 北海道（十勝川流域）等                   276 件 

（注）上記事業費は、前年度繰越分を含み、翌年度繰越分は除いている。 

 

２）特定下水道工事                       （単位：百万円） 

区    分 特定下水道工事 実施額 11 

実施内容 長生村                         １箇所 

（注）上記事業費は、前年度繰越分を含み、翌年度繰越分は除いている。 

 

３）技術援助事業                          （単位：百万円） 

区    分 下水道の整備に関する計画の策定等 実施額 12,596 

実施内容 
北海道 等      計画設計  及び           481 件 

その他の技術援助 

（注）上記事業費は、前年度繰越分を含み、翌年度繰越分は除いている。 

 

４）維持管理事業                          （単位：百万円） 

区    分 終末処理場の維持管理 実施額 1,410 

実施内容 真岡市 等                       ２箇所 

 

５）災害支援に係る事業                    （単位：百万円） 

区    分 
災害支援協定に基づく下水道施設の維持

及び修繕に関する工事等 
実施額 20 

実施内容 津幡町 等                         2 箇所 
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６）研修事業                             （単位：百万円） 

区    分 下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練 実施額 309 

実施内容 

公務員研修では７コース対面集合研修 67専攻とオンライン研修 17専

攻、オンデマンド研修 17専攻、地方研修２コース 50専攻を実施し、

2,480 人が受講。 

民間研修では４コース対面集合研修 10専攻とオンライン研修 12専

攻、オンデマンド研修９専攻を実施し、251人が受講。 

国土交通省「下水道分野における人材育成業務」等を実施。 

 

７）技術検定等事業                          （単位：百万円） 

区    分 

下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理

又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定

等 

実施額 84 

実施内容 

第 51回下水道技術検定 

 第１種 109 人が受験し、15人が合格 

 第２種 931 人が受験し、317 人が合格 

 第３種 4,377 人が受験し、1,688 人が合格 

第 34回下水道管理技術認定試験 

 1,781 人が受験し、647 人が合格 
 

８）試験研究事業                           （単位：百万円） 

区  分 
下水道及び除害施設に関する技術の開発、研究、

調査及び試験 
実施額 155 

実施内容 

基礎・固有調査研究 

水処理省エネ化・バイオガス利活用技術の開発、 

水処理・汚泥処理低コスト化技術の開発、 

ICT・AI活用技術の開発 等                 18 件 

受託調査研究 

好気性グラニュールによるダウンサイジング可能な下水処理技術実

証研究（AB-Cross） 等                 ７件 

共同研究 

予熱加温保持消化技術とボルト接合型パネルタンクによる低コスト

嫌気性消化システムの開発 

ハイドロサイクロンを用いた汚泥性状改善による水処理能力増強技

術の実証 等                     12 件 

 

９）海外技術的援助事業                       （単位：百万円） 

区    分 海外技術的援助業務 実施額 43       

実施内容 

AWaP 参加国等を対象とした下水道普及方策検討業務 

海外技術的援助業務 

民間企業の海外展開支援                 ５件 

海外下水道技術者研修 等 

                            ９件 
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（２）令和７事業年度事業計画との比較 

令和７事業年度の受託業務の実施額については、令和７事業年度事業計画にお

いて終末処理場等の建設事業（以下「受託建設事業」という。）223,961百万円、

特定下水道工事に係る事業38百万円、技術援助事業16,000百万円、維持管理事業

1,550百万円を見込んでいたものの、厳しい財政状況の中で緊急性の高い事業に絞

り込んで実施されたことにより、受託建設事業は26,334百万円減となる実施額

197,627百万円、特定下水道工事に係る事業は3百万円増となる実施額41百万円、

技術援助事業は4,068百万円減となる実施額11,932百万円、維持管理事業は140百

万円減となる実施額1,410百万円となった。 

 

 

 

（３）令和７事業年度決算（財務諸表等）の状況  

日本下水道事業団においては、その財政状態及び経営成績を明らかにするた

め、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理し

ている。 

 

① 貸借対照表 

令和７事業年度末の資産合計は 135,557 百万円となっており、その大部分は未

収金となっている。また、負債合計は 123,346 百万円となっており、その大部分

は未払金となっている。これら未収金及び未払金は１年以内の短期に収入又は支

出を見込んでいるものである。  

純資産の合計は 12,211 百万円となっており、地方公共団体出資金 1,275 百万

円、資本剰余金△382百万円のほかに利益剰余金を 11,318 百万円有している。 

 

② 損益計算書 

   令和７事業年度の経常費用は 212,444 百万円、経常収益は 212,449百万円、臨

時損失は 28百万円、当期純損失は 23百万円となっている。経常費用の主なもの

は、業務費として計上している受託工事費 190,857 百万円、技術援助費 11,038

百万円となっている。経常収益の主なものは、業務収入として計上している受託

工事収入 196,949 百万円、技術援助受託収入 12,596 百万円となっている。臨時

損失は、固定資産の減損損失 28百万円となっている。 

 

③ 行政コスト計算書 

   令和７事業年度の行政コストは、212,472 百万円となっている。 

（単位:百万円）

 事業計画額 　　最終実施額

令和７事業年度事業計画比較

223,961

197,627

0
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1,410
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500
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2,000
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④ 純資産変動計算書 

   令和７事業年度の当期首残高は 12,234 百万円、当期末残高は 12,211百万円と

なっている。これは令和７事業年度において、当期純損失が 23万円計上された

ことによるものである。 

 

⑤ キャッシュ・フロー計算書 

   業務活動によるキャッシュ・フローは、主に受託建設事業における業務収入に

より 2,220 百万円の資金増加となっている。 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得による支出により

583 百万円の資金減少となっている。 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の借入も返済もないことから資

金の増減は発生していない。 

   以上により 1,637 百万円の資金増加となり、資金期末残高は 43,229百万円とな

った。 
 

 
（注）単位未満は切捨てしている。 

損益計算書における経常損益の推移

982

0 0

447

4
0

500

1,000

1,500

R3 R4 R5 R6 R7

（単位:百万円）
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５．財務諸表 

①貸借対照表（令和８年３月31日） 

 
 （注）単位未満を切捨てしているので、計において合わない場合がある｡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）
資産の部 金額 負債の部 金額

Ⅰ流動資産 127,818 Ⅰ流動負債 110,869
現金及び預金 43,229 未払金 107,865
未収収益 4 前受金 2,279
未収金 84,581 賞与引当金 438
その他の流動資産 3 預り金 285

Ⅱ固定資産 7,739 Ⅱ固定負債 9,500
有形固定資産 4,691 退職給付引当金 3,411
無形固定資産 2,280 資産見返負債 6,036
投資その他の資産 767 　資産見返補助金 0

　資産見返防災事業費補助金 106
　資産見返災害時維持修繕資金 111
　資産見返施設拡充資金 5,817
資産除去債務 52

Ⅲ法令に基づく引当金等 2,976
工事補償引当金 848
災害時維持修繕準備金 573
施設整備拡充準備金 1,555

負債合計 123,346
純資産の部 金額

Ⅰ資本金 1,275
地方公共団体出資金 1,275

Ⅱ資本剰余金 △ 382
資本剰余金 329
減価償却相当累計額（△） △ 478
除売却差額相当累計額（△） △ 232

Ⅲ利益剰余金 11,318
積立金 11,342
当期未処理損失 23

純資産合計 12,211
資産合計 135,557 負債純資産合計 135,557
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②損益計算書（令和７年４月１日～令和８年３月31日） 

 

（注）単位未満を切捨てしているので、計において合わない場合がある｡ 

 

 

③行政コスト計算書（令和７年４月１日～令和８年３月31日） 

   

  （注）単位未満を切捨てしているので、計において合わない場合がある｡ 

 

（単位：百万円）
経常費用 212,444 経常収益 212,449
業務費 208,093 業務収入 211,511
受託工事費 190,857 受託工事収入 196,949
特定下水道工事費 13 特定下水道工事収入 4
維持管理費 1,308 維持管理受託収入 1,410
災害支援費 15 災害支援収入 20
技術援助費 11,038 技術援助受託収入 12,596
研修業務費 262 受講料収入 309
技術検定等業務費 48 技術検定等収入 84
試験研究費 93 試験研究受託収入 92
海外技術的援助業務費 21 海外技術的援助受託収入 43
災害時維持修繕業務費 1 補助金等収益 6
施設等整備業務費 0 国庫補助金等収益 6
人件費 4,433 災害時維持修繕準備金収益 1

一般管理費 2,662 災害時維持修繕準備金収益 1
一般管理費 561 施設整備拡充準備金収益 0
人件費 721 施設整備拡充準備金収益 0
減価償却費 813 資産見返戻入 749
賞与引当金繰入 438 資産見返補助金戻入 0
退職給付引当金繰入 127 資産見返防災事業費補助金戻入 7

引当金等繰入 971 資産見返災害時維持修繕資金戻入 8
工事補償引当金繰入 108 資産見返施設拡充資金戻入 733
災害時維持修繕準備金繰入 129 財務収益 38
施設整備拡充準備金繰入 733 受取利息 38

雑損 716 雑益 141
雑損 716 雑益 141

経常利益 4
臨時損失 28
　減損損失 28

当期純損失 23

（単位：百万円）
Ⅰ損益計算書上の費用 212,472
業務費 208,093
一般管理費 2,662
引当金等繰入 971
雑損 716
臨時損失 28

Ⅱその他行政コスト 0
Ⅲ行政コスト 212,472
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④純資産変動計算書（令和７年４月１日～令和８年３月31日） 

   

（注）単位未満を切捨てしているので、計において合わない場合がある｡ 

 

 

⑤キャッシュ・フロー計算書（令和７年４月１日～令和８年３月31日） 

  

  （注）単位未満を切捨てしているので、計において合わない場合がある｡ 

 

（単位：百万円）
当期首残高 12,234
当期変動額 △ 23
Ⅰ資本金の当期変動額 -
Ⅱ資本剰余金の当期変動額 -
Ⅲ利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額 △ 23

当期末残高 12,211

（単位：百万円）
Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー（A） 2,220
業務支出 △ 206,268
人件費支出 △ 5,795
その他の業務支出 △ 1,196
業務収入 215,071
国庫補助金等収入 131
その他の業務収入 170
消費税等支払額 70
利息の受取額 37

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー（B） △ 583
Ⅲ資金増加額（C）=（A）＋（B） 1,637
Ⅳ資金期首残高（D） 41,591
Ⅴ資金期末残高（E）=（C）＋（D） 43,229
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６．内部統制の運用及び業務運営上のリスク等への対応策 
 事業団では、職務執行が日本下水道事業団法又は他の法令に適合することを確保す

るための体制その他業務の適正を確保するための体制を整えており、実施状況は次の

とおりである。 

 

（１）内部統制 

  日本下水道事業団の基本理念の実現のため、業務の適正を確保するための内部統

制に係る体制として内部統制委員会を設置している。内部統制委員会には、各専門事

項について迅速な審議決定を図るため、リスク管理部会、コンプライアンス推進部

会、情報セキュリティ部会、重大事故対策部会を設置し、必要に応じ内部統制委員会

へ報告・協議を行うこととしている。 

令和７年度においては、情報セキュリティ部会を５月に開催し、令和６年度の実施

状況報告を行うとともに、令和７年度実施計画について審議、決定した。また、リス

ク管理部会を５月に開催し、令和６年度リスク対応策の実施状況の総括と残存リスク

の評価の総括を行うとともに、令和７年度リスク対応策の策定について審議、決定し

た。 

さらに、コンプライアンス推進部会を５月に開催し、令和６年度コンプライアンス

プログラムの実施状況報告を行うとともに、令和７年度コンプライアンスプログラム

の策定について審議、決定した。 

各部会において承認された議事については、５月開催の内部統制委員会で結果報告

を行った。 

 

（２）監事監査・内部監査 

  監事は事業団の業務及び会計に関する監査を行う。監査結果報告を理事長に行い、

監査の結果、改善を要する事項があると認めるときは意見を行う。 

また、理事長は業務の適正かつ能率的な運営を確保するため、内部監査を行う。令

和７年度の内部監査は、適正に実施されている。 

 

（３）入札及び契約に関する事項 

  入札・契約手続における公正性の確保と透明性の向上を図るため学識経験等を有

する外部委員により構成される「入札監視委員会」を設置しており、その他に工事請

負業者を選定するための入札及び契約に関し、「入札・契約手続運営委員会」の設置

等により手続きの適正を図っている。令和７年度においては、「入札監視委員会」は

２回、「入札・契約手続運営委員会」は 95回開催した。 

 

 

７．基本情報 

（１）沿革 

 昭和４７年１１月 下水道事業センターの設立 

 昭和５０年  ８月 日本下水道事業団の発足 

 平成１５年１０月 地方共同法人へ移行 

 

 

 

 

 

【地方共同法人への移行】 

１．政府出資の廃止 → 地方公共団体のみの出資 

２．国の関与の廃止・縮減及び経営の自立化 → 理事長等の自主的選任など 

３．評議員会の位置付けの強化 → 重要事項の議決機関 
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（２）設立根拠法 

   日本下水道事業団法（昭和４７年法律第４１号） 

 

（３）所管大臣（所管官庁所管課） 

国土交通大臣 

（国土交通省水管理・国土保全局上下水道審議官グループ 上下水道企画課） 

 

（４）組織図（令和８年３月31日現在） 

 

 

 

（５）事務所の所在地等（令和８年 3月 31日現在） 
事務所等名 所在地 電話番号 

本  社 
東京都文京区湯島2-31-27 

 湯島台ビル３・７・８階 
03(6892)2001 

東日本設計センター 
東京都文京区湯島2-31-27 

 湯島台ビル５・６階 
03(3818)1448 

西日本設計センター 
大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3  

大阪御堂筋ビル６階 
06(7661)1227 

研修センター 埼玉県戸田市下笹目5141 048(421)2691 

北海道総合事務所 
北海道札幌市中央区北１条西２丁目 

 オーク札幌ビル４階 
011(222)5531 

東北総合事務所 
宮城県仙台市青葉区本町1-11-2 

 SK仙台ビル６階 
022(221)1350 

関東・北陸総合事務所 
東京都文京区湯島2-31-27 

 湯島台ビル４階 
03(3818)1211 

東海総合事務所 
愛知県名古屋市東区徳川1-15-30 

名古屋リザンビル７階 
052(886)0301 

近畿総合事務所 
大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3  

大阪御堂筋ビル６階 
06(7661)1222 

中国・四国総合事務所 
岡山県岡山市北区中山下1-9-40 新岡山ビ

ル8F  
086(244)7331 

九州総合事務所 福岡県北九州市小倉北区東港1-1-18 093(583)3191 

７事務所

東海
総合事務所

５事務所 ９事務所 １事務所 ４事務所 ８事務所

近畿
総合事務所

中国・四国
総合事務所

九州
総合事務所

審議役

真岡分室

東日本
設計センター

西日本
設計センター

北海道
総合事務所

東北
総合事務所

関東・北陸
総合事務所

国際

戦略室
監査室

研修センター

技術開発

審議役

事業管理
審議役 経営企画部 事業統括部

ソリューション

推進部
ＤＸ戦略部 技術開発室

評　　　議　　　員　　　会

役員 監事

本社

上席審議役
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（６）主要財務データの経年比較 

 （単位：百万円） 

区 分 令和３事業年度 令和４事業年度 令和５事業年度 令和６事業年度 令和７事業年度 

経 常 費 用 209,224 206,907 197,583 206,597 212,444 

経 常 収 益 210,207 206,907 197,584 207,044 212,449 

臨 時 損 失 - 1,790 22 45 28 

臨 時 利 益 - - 129 35 - 

当期純利益又は

当期純損失(△) 
  982 △1,790  107  437  △23  

 

 

 

各事業の推移 （単位：百万円） 

区 分 令和３事業年度 令和４事業年度 令和５事業年度 令和６事業年度 令和７事業年度 

受託建設事業 201,688 196,655 185,473 191,295 196,949 

特定下水道事業 12 5 96 199 11 

技術援助事業 6,589 8,078 9,714 12,618 12,596 

維持管理事業 891 915 977 1,334 1,410 

災害支援事業 - 18 20 54 20 

研 修 事 業 162 321 339 332 309 

技術検定等事業 81 80 78 81 84 

試験研究事業 361 228 224 181 155 

海外技術的援助事業 35 39 41 41 43 

（注）上記事業費は、前年度繰越分を含み、翌年度繰越分は除いている。 
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８．参考情報 

財務諸表等の主な科目等の説明 

①貸借対照表 

有 形 固 定 資 産 ： 経営目的等のために所有する建物、土地等 

投 資 そ の 他 の 資 産 ： 投資有価証券、敷金保証金等 

前 受 金 ： 繰越工事に係る前受事務費 

資 産 見 返 負 債 ： 補助金等により取得した固定資産の期末評価額 

工 事 補 償 引 当 金 ： 日本下水道事業団法施行規則第５条の規定にされた引当金で、

地方公共団体等からの委託に基づき建設する終末処理場等に

ついて、完成した施設に係る瑕疵補修等の費用に充てるため、

日本下水道事業団会計規程第４５条の６に基づき、当該事業年

度に得た受託工事収入（日本下水道事業団法第４章第２節の規

定による特定下水道工事の代行を含む）の総額に当該年度から

過去10年間の受託工事収入に対する保証及び補修工事の発生

率を乗じた額を繰り入れたもの。ただし、工事補償引当金の累

計額は、上記基準により算出した当年度以前10年間の工事補償

引当金繰入額の総額を上限とする。 

災害時維持修繕準備金 ： 日本下水道事業団法施行規則第５条に規定された引当金で、災

害時維持修繕協定に基づく協定下水道施設の維持又は修繕に

要する将来の支出に充てるため、災害時維持修繕準備金計画に

基づく必要額を繰り入れたもの。 

施 設 整 備 拡 充 準 備 金 ： 日本下水道事業団法施行規則第５条に規定された引当金で、業

務に必要なソフトウェア、試験研修施設等の整備拡充に充てる

ため、システム投資計画及び研修センター・技術開発実験施設

の長期保全計画に基づく必要額を繰り入れたもの。 

地 方 公 共 団 体 出 資 金 ： 地方公共団体からの出資金 

資 本 剰 余 金 ： 国庫補助金等で土地を取得した場合その取得に要した額 

減 価 償 却 

相 当 累 計 額 

： 日本下水道事業団法施行規則第６条第１項の規定により指定

を受けた資産の減価額の累計額 

除売却差額相当累計額 ： 日本下水道事業団法施行規則第６条第１項により指定された

資産を除却する場合において、当該資産の残存価額及び除却ま

での減価償却累計 

②損益計算書 

受 託 工 事 費 ： 受託工事に要した費用 

特 定 下 水 道 工 事 費 ： 特定下水道工事に要した費用 

技 術 援 助 費 ： 技術援助に要した費用 

維 持 管 理 費 ： 維持管理に要した費用 

災 害 支 援 費 ： 災害支援に要した費用 

研 修 業 務 費 ： 研修等に要した費用 

技 術 検 定 等 業 務 費 ： 技術検定等に要した費用 

試 験 研 究 費 ： 試験研究に要した費用 

海外技術的援助業務費 ： 海外技術的援助に要した費用 

災害時維持修繕業務費 ： 協定下水道施設の維持又は修繕に要した費用 

施 設 等 整 備 業 務 費 ： 業務に必要なソフトウェア、試験研修施設等の整備に要した費

用 

雑 損 ： 他の科目以外の経常費用 

受 託 工 事 収 入 ： 受託工事業務に係る受託収入額 

特 定 下 水 道 工 事 収 入 ： 特定下水道工事業務に係る収入額 

技 術 援 助 受 託 収 入 ： 技術援助業務に係る受託収入額 

維 持 管 理 受 託 収 入 ： 維持管理業務に係る受託収入額 

災 害 支 援 収 入 ： 災害支援に係る収入額 

受 講 料 収 入 ： 研修業務に係る受講料等収入額 
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技 術 検 定 等 収 入 ： 技術検定等に係る収入額 

試 験 研 究 受 託 収 入 ： 試験研究業務に係る受託収入額 

海外技術的援助受託収入 ： 海外技術的援助に係る受託収入額 

国 庫 補 助 金 等 収 益 ： 国庫補助金の受入額 

災害時維持修繕準備金収益 ： 災害時維持修繕準備金より受入れた額 

施設整備拡充準備金収益 ： 施設整備拡充準備金より受入れた額 

資 産 見 返 戻 入 ： 補助金等により取得した固定資産の減価償却額及び除却額 

雑 益 ： 他の科目以外の経常収益 

③行政コスト計算書 

損 益 計 算 書 上 の 費 用 ： 損益計算書上の経常費用及び臨時損失の合計額 

そ の 他 の 行 政 コ ス ト  業務費用以外の会計上の財産的基礎の変動 

④純資産変動計算書 

資 本 金 の 当 期 変 動 額 ： 資本金の１年間の増減 

資本剰余金の当期変動額 ： 資本剰余金の１年間の増減 

利益剰余金(又は繰越欠損

金 ) の 当 期 変 動 額 

： 利益剰余金（又は繰越欠損金）の１年間の増減 

⑤キャッシュ・フロー計算書 

業 務 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 

： 業務の実施に係る資金の状態を表し、業務に係る収入、原材料

、商品又はサービスの購入による支出、人件費支出等が該当 

投 資 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 

： 将来に向けた経営基盤の確立のために行われる投資活動に係

る資金の状態を表し、固定資産の取得による支出、敷金保証金

の返還による収入等が該当 

 

 


